
北朝鮮を仕向地として１０万円相当額を

超える現金等を携帯して持ち出す方へ 
― 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の記入例 － 

この輸出入申告書を提出した場合には、「支払手段等の携帯輸出入届出書」の提出は不要です。

http://www.customs.go.jp/ 

税 関

平成２８年２月１９日から、北朝鮮を仕向地として１０万円相当額を超える現金・

小切手等を携帯して持出す場合には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」

の提出が必要です。なお、様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え

付けています。 

『支払手段等の携帯輸出・輸入申告書』は、

２枚複写式になっています。ボールペン等で

１枚目に必要事項を記入の上、税関に提出し

てください。（１枚目：税関用、２枚目：申告者用）

申告対象 

 次のものの合計額が１０万円相当額を超 

える場合 

・ 現金（本邦通貨、外国通貨） 

・ 小切手 

・ トラベラーズ・チェック、旅行小切

手 

・ 約束手形 

・ 有価証券（株券、国債等）

仕向地の名称 

 申告者が搭乗（乗船）する航空機（船舶）

の名称及び降機（下船）する地名を記入して

ください。 

輸出の実行の日 

出国の際に利用する航空機（又は船舶）

の出港予定日が申告書の税関での提出の日

と同じの日となる場合には「申告の日」欄

に、提出の日の翌日となる場合には「申告

の日の翌日」欄にチェックを記入してくだ

さい。 

※申告漏れ、偽りの申告などの不正な行為がありますと、処罰さ

れることがありますので注意してください。 

※ご不明な点がございましたら税関職員へお尋ねください。 


